
2025年 12月 3日 (水)

一般社団法人 日本建設業連合会

海洋開発委員会 海洋基本計画推進部会

洋上風力事業化促進専門部会

日本の洋上風力産業の発展に向けて
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日建連は、洋上風力を含む再生可能エネルギーを重要な電源と捉え、引続き事業環境を注視しながら電力の安定供給に取り組んでまいります。

一般社団法人 日本建設業連合会 海洋開発委員会
海洋基本計画推進部会 洋上風力事業化促進専門部会

１．建設業からの期待

(1) 改正建設業法の洋上風力工事への適用

改正建設業法に謳われている、①労働者の処遇改善・②資材高騰に伴う労務費へのしわ寄せ防止・③働き方改革と生産性向上の３点についても、洋上風力事

業に実効性を確認できる仕組みづくりを期待します。

(2) 建設会社の先行投資

建設業界も将来の洋上風力の安定的な電源確保に向けて、必要な投資を実施していきたいと考えております。この投資に向けて、例えば専用作業船の新造などで

建設会社が適切な利潤を得て投資ができ、その作業船が効率的かつ長期的に稼働できる平準化した市場形成に向けたご配慮を期待します。

(3)事業者との契約

建設会社が事業者との契約にあたり、片務契約や高額な工事遅延リスク金などが発生しないようにご配慮を期待します。例えば、後日に｢主要工種の契約書開示

義務を要件に組み入れる｣などの取組みが考えられます。

２．事業者様へのご配慮

(1) リスクの考え方

沖合いの海上工事にはリスク(気象海象・地中障害物)が潜んでいることにご配慮頂き、事業者様の責に依らないリスクが発生した場合には、それによる工程遅延や

工事費増の影響が建設業に及ばないよう、事業者様に対するご配慮に期待します。

(2) 公募上限価格における資本費の設定について

海域の自然条件・施工条件により工事費は大きく変動し得るため、公募の上限価格について対象海域の現地条件を踏まえた適切な資本費の設定に期待します。



＜参考＞

改正建設業法を受けて

日建連からのお願い
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＜参考＞

建設資材高騰の現状

(日建連にて整理)
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